
労 働 政 策 審 議 会 労 働 条 件 分 科 会 最 低 賃 金 部 会 運 営 規 程 

 

第 一 条 労 働 政 策 審 議 会 労 働 条 件 分 科 会 最 低 賃 金 部 会 （ 以 下 「 部 会 」 と い う 。 ） の 議 事 運 営

は 、 厚 生 労 働 省 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 七 号 。 ） 第 九 条 、 労 働 政 策 審 議 会 令 （ 平 成

十 二 年 政 令 第 二 百 八 十 四 号 。 以 下 「 審 議 会 令 」 と い う 。 ） 、 労 働 政 策 審 議 会 運 営 規 程 及 び

労 働 政 策 審 議 会 労 働 条 件 分 科 会 運 営 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ

に よ る 。 

第 二 条 委 員 等 は 、 部 会 長 の 許 可 を 受 け て 、 代 理 者 を 出 席 さ せ る こ と が で き る 。 た だ し 、

代 理 者 は 、 審 議 会 令 第 九 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 欠 席 し た も の と し て 取 り 扱 う 。 

第 三 条 こ の 規 程 の 改 廃 は 、 部 会 の 議 決 に 基 づ い て 行 う 。 

 

    附  則 

 こ の 規 程 は 、 平 成 十 七 年 六 月 十 六 日 か ら 施 行 す る 。 
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